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改
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あ
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る
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千
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働
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務
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務
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和
四
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令
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よ
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六
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五
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暇
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て
部
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改
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及
び
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育
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暇
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び

に
改
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第
八
条
第
六
号
中

も
の
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下
に

及
び
所
属
職
員

副
課
長
相
当
職
以
上
の
職
に
あ
る
者
を
除

く

の
子
育
て
部
分
休
暇
の
承
認
に
関
す
る
こ
と

を
加
え
る
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こ
の
訓
令
は

令
和
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

 

議

会

訓
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千
葉
県
議
会
事
務
局
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
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次
の
よ
う
に
定
め
る
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五
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議
会
事
務
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千
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県
議
会
事
務
局
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

千
葉
県
議
会
事
務
局
事
務
決
裁
規
程

昭
和
五
十
年
千
葉
県
議
会
訓
令
第
二
号

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る

 

 

第
六
条
第
三
号
中

及
び
看
護
休
暇

を

看
護
休
暇
及
び
子
育
て
部
分
休
暇

に
改
め
る

 

 

第
七
条
第
一
項
第
四
号
中

及
び

を

子
育
て
部
分
休
暇
及
び

に
改
め
る

 

 

第
八
条
第
一
項
第
三
号
中

も
の

の
下
に

及
び
所
属
職
員

副
課
長
相
当
職
以
上
の
職
に
あ
る
者

を
除
く

の
子
育
て
部
分
休
暇
の
承
認
に
関
す
る
こ
と

を
加
え
る
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訓
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和
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
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員

会
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千
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県
教
育
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員
会
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
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和
五
年
十
月
三
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一
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千
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育
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千
葉
県
教
育
委
員
会
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 
千
葉
県
教
育
委
員
会
処
務
規
程

昭
和
三
十
五
年
千
葉
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
一
号

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る

 

 

第
十
四
条
第
四
項
第
五
号
中

も
の

の
下
に

及
び
所
属
の
職
員

副
課
長
相
当
職
以
上
の
職
に
あ

る
者
を
除
く

の
子
育
て
部
分
休
暇
の
承
認
に
関
す
る
こ
と

を
加
え
る

 

 

第
十
五
条
第
二
項
第
四
号
及
び
第
十
六
条
第
二
項
第
四
号
中

も
の

の
下
に

及
び
所
属
の
職
員

主
幹
相
当
職
以
上
の
職
に
あ
る
者
を
除
く

の
子
育
て
部
分
休
暇
の
承
認
に
関
す
る
こ
と

を
加
え

る
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表
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の
他
の
事
務
の
表
各
課
共
通
の
項
部
長
専
決
事
項
の
欄
第
五
号
中
ニ
を
ホ
と
し

ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

 

 
 

ニ 

子
育
て
部
分
休
暇 

 

別
表
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三 

そ
の
他
の
事
務
の
表
各
課
共
通
の
項
課
長
専
決
事
項
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欄
第
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号
中
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と
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ハ
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よ
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加
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次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

 

 
 

ニ 

子
育
て
部
分
休
暇 

 

別
表
第
一 

三 

そ
の
他
の
事
務
の
表
教
職
員
課
の
項
部
長
専
決
事
項
の
欄
第
四
号
に
次
の
よ
う
に
加

え
る

 

 
 

ハ 

子
育
て
部
分
休
暇 

 

別
表
第
二
第
六
号
中
ニ
を
ホ
と
し

ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

 

 
 

ニ 

子
育
て
部
分
休
暇 

 

別
表
第
三
第
六
号
中
ニ
を
ホ
と
し

ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

 

 
 

ニ 

子
育
て
部
分
休
暇 

 

別
表
第
四
第
二
号
中

又
は
育
児
部
分
休
業
の
承
認
等

を

育
児
部
分
休
業
の
承
認
又
は
子
育
て

部
分
休
暇
の
承
認
等

に
改
め
る

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は

令
和
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

 

  

県
立
学
校
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る

 

 
 

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

 

冨 

塚 
 

昌 

子 
 

 

千
葉
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
六
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

本 
 

庁 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

県
立
学
校 

 
 

 
 

 

県
立
学
校
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

県
立
学
校
職
員
服
務
規
程

昭
和
三
十
九
年
千
葉
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
四
号

の
一
部
を
次
の
よ
う 

に
改
正
す
る

 

 

第
十
一
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る

 

９ 

職
員
は

勤
務
時
間
規
則
第
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り

子
育
て
部
分
休
暇
の
請
求
を
し
よ
う
と

す
る
と
き
は

子
育
て
部
分
休
暇
承
認
請
求
書

別
記
第
八
号
様
式
の
三

に
当
該
請
求
に
係
る
子
の

氏
名

職
員
と
の
続
柄
等
及
び
生
年
月
日
を
証
す
る
書
類
を
添
え

校
長

校
長
に
あ
つ
て
は

教
育

委
員
会

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

 

 
 

職
員
は

子
育
て
部
分
休
暇
の
期
間
中
に

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
由
が
生
じ
た
と

き
は

速
や
か
に
養
育
状
況
変
更
届

別
記
第
八
号
様
式
の
四

を
校
長

校
長
に
あ
つ
て
は

教
育

委
員
会

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

 

 

一 

産
前
の
休
暇
を
始
め

又
は
出
産
を
し
た
と
き

 

 

二 

当
該
子
育
て
部
分
休
暇
の
承
認
に
係
る
子
が
死
亡
し
た
と
き

 

 

三 

当
該
子
育
て
部
分
休
暇
の
承
認
に
係
る
子
が
職
員
の
子
で
な
く
な
つ
た
と
き

 

 

四 

当
該
子
育
て
部
分
休
暇
の
承
認
に
係
る
子
を
養
育
し
な
く
な
つ
た
と
き

 
 

 
 

 

 

第
十
一
条
の
三
第
五
項
中

別
記
第
九
号
様
式
の
三

を
削
る

 

 

別
記
第
八
号
様
式
の
二
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
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四 

千 葉 県 報 号外第８５号 令和 5 年 10 月 31 日 (火曜日) 
 注

 １
 
こ

の
請
求

書
に

は
、

請
求

に
係

る
子

の
氏
名

、
請

求
者

と
の

続
柄
等
及

び
生

年
月

日
を
証

明
す
る

書
類

（
医

師
又

は
助

産
師

が
発

行
す
る

出
生

（
産
）
証

明
書

、
母
子

健
康

手
帳

の
出
生
届

出
済
証
明

書
、

官
公

署
が

発
行

す
る

出
生

届
受
理

証
明

書
等
）
を

添
付

す
る
こ

と
（

写
し

で
も
可
）
。
 

２
 
子

育
て
部

分
休

暇
の

承
認

が
、

職
員

か
ら
の

請
求

に
基

づ
き

取
り
消
さ

れ
た

場
合

は
、
そ

の
旨
を

裏
面

に
記

入
す

る
こ

と
。
 

３
 
該

当
す
る

□
に

は
レ

印
を

記
入

す
る
こ
と

。
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

子
 
育
 て

 部
 分

 
休

 暇
 承

 認
 請

 
求
 書

 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
様
 

所
 
 

 
属

 

職
 
氏
 

名
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
職
員
コ

ー
ド
 
 

 
 

 
 

 
）

 

私
は

、
下

記
に

よ
り

子
育

て
部

分
休
暇

の
承

認
を

請
求

し
ま

す
。
 

１
 
請

求
に
係

る
子
 

氏
名
 
 

続
柄

等
 
 

生
年

月
日
 

年
 

 
月

 
 

日
生

 

２
 
請

求
期
間
 

 

 
及

び
時

間
 

年
 
 

月
 
 

日
か

ら
 

年
 
 

月
 
 

日
ま

で
 

□
毎
 

日
 

 
□

そ
の

他
 

（
 
 

）
 

午
前
 

時
 
分

～
 
時
 

分
 

午
後
 

時
 
分

～
 
時
 

分
 

年
 
 

月
 
 

日
か

ら
 

年
 
 

月
 
 

日
ま

で
 

□
毎
 

日
 

 
□

そ
の

他
 

（
 
 

）
 

午
前
 

時
 
分

～
 
時
 

分
 

午
後
 

時
 
分

～
 
時
 

分
 

３
 
備

 
 
考
 

 
 

 

養
育

状
況

変
更

届
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

年
 

 
月
 
 

日
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
様
 

 

所
 

属
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

職
氏

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
次

の
と
お
り

 
 

 
 
 
 

 
に
係

る
子
の
養

育
の

状
況

に
つ
い
て

変
更
が
生

じ
た
の

で
届
け

出
ま

 す
。
 

１
 

届
出
の
事

由
 

□
 

育
児

休
業
等
に

係
る

子
を

養
育
し

な
く

な
つ
た
。
 

□
 

同
居

し
な

く
な
つ
た

。
 
 

□
 
負
傷

・
疾

病
 
 
□

 
託
児

で
き
る
よ

う
に

な
つ
た

。
 

□
 

そ
の

他
（

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

）
 

□
 

育
児

休
業
等
に

係
る

子
が

死
亡
し

た
。
 

□
 

育
児

休
業
等
に

係
る

子
と

離
縁
し

た
。
 

□
 

育
児

休
業
等
に

係
る

子
と

の
養
子

縁
組

が
取
り
消

さ
れ
た

。
 

□
 

育
児

休
業
等
に

係
る

子
と

の
親
族

関
係

が
特
別
養

子
縁
組

に
よ
り
終

了
し

た
。
 

□
 

育
児

休
業
等
に

係
る

子
に

つ
い
て

の
民

法
第
８
１

７
条
の

２
第
１
項

の
規

定
に

よ
る

請
求

に
係

る
家

事
審

判
事

件
が
終
了

し
た
。
 

□
 

育
児

休
業
等
に

係
る

子
と

の
養
子

縁
組

が
成
立
し

な
い
ま

ま
児
童
福

祉
法

第
２
７

条
第
１
項

第

３
号

の
規

定
に

よ
る
措
置

が
解
除

さ
れ
た
。
 

□
 

そ
の

他
（
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

）
 

２
 

届
出
の
事

由
が

発
生
し
た

日
 

 
 

 
 
 
 

 
年

 
 
月
 

 
日
 

 注
 

該
当
す
る

□
に

は
レ
印
を

記
入
す

る
こ
と
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

子
育

て
部

分
休

暇
 

育
 

児
 

休
 

業
 

育
児

短
時

間
勤

務
 

部
 

分
 

休
 

業
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                            
 

 
 

 
 

     

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

       
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

        
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

別
記
第
九
号
様
式
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

附 

則 

 

施
行
期
日

 
１ 
こ
の
訓
令
は

令
和
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

 

 
経
過
措
置

 

２ 

こ
の
訓
令
の
施
行
前
に

改
正
前
の
県
立
学
校
職
員
服
務
規
程
の
規
定
に
よ
り
調
製
し
た
用
紙
は

こ
の
訓
令
の
施
行
後
に
お
い
て
も

当
分
の
間

所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る

 

選

挙

管

理

委

員

会

訓

令 

 

千
葉
県
選
挙
管
理
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る

 

 
 

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日 

 
第

八
号

様
式

の
三

（
第

十
一

条
第

九
項

）
 

 
第

八
号

様
式

の
四

（
第

十
一

条
第

十
項

）
 

第
九

号
様

式
の

三
 

削
除

 



  

五 

令和 5 年 10 月 31 日 (火曜日) 千 葉 県 報 号外第８５号 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

千
葉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

 

菊 

地 
 

秀 

樹 
 

 
千
葉
県
選
挙
管
理
委
員
会
訓
令
第
二
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

千
葉
県
選
挙
管
理
委
員
会
職
員 

 
 

 
 

 
千
葉
県
選
挙
管
理
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

千
葉
県
選
挙
管
理
委
員
会
規
程

昭
和
三
十
六
年
千
葉
県
選
挙
管
理
委
員
会
訓
令
第
一
号

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る

 

 

第
二
十
二
条
第
一
項
第
十
一
号
中

看
護
休
暇

の
下
に

子
育
て
部
分
休
暇

を
加
え

同
条
第

三
項
中

掲
げ
る
事
項

の
下
に

所
属
職
員
の
子
育
て
部
分
休
暇
の
承
認
に
関
す
る
こ
と
を
除

く

を
加
え
る

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は

令
和
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

 

                         

                                    



 
 

 

六 

千 葉 県 報 号外第８５号 令和 5 年 10 月 31 日 (火曜日) 
                                    

                                    

 
 

 

購
読
料 

本
号 

 

一
部 

 
 

 
 

 

一
八
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

発 

行 

者 
 

千
葉
市
中
央
区
市
場
町
一
番
一
号 

 
 

 

千 
 

 
 

 

葉 
 

 
 

 

県 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

購
読
申
込
先 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〇
四
三

二
二
三

二
六
五
八 

 


